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【 資料６ 】 
 

大阪市外郭団体における役職員の採用等に関するガイドライン  

 

１  役職員の採用について  

(1) 外郭団体の役職員には、広く業務にふさわしい人材を求め、最適な人

材を充てるものとする。 

(2)  役員数については、法令等の定めに基づき適正な団体運営を確保する

ために必要な数にとどめ、その時々の事業内容等に応じて増減する。  

(3) 役員の採用に際して、本市ＯＢ職員（勤続期間が 20 年以上の本市一

般職職員であった者をいう。）も対象とする場合は、本市ＯＢ職員以外

の者を対象とする公募手続を先行させ、適任者が見当たらない場合に限

られるものとし、かかる手続を経た上で、本市ＯＢ職員を対象とする募

集手続により採用するものとする。なお、本市ＯＢ職員を採用する場合

には、選考の公平性・透明性の確保に努め、採用後は、速やかに選考の

経過及び理由を公表するものとする。  

(4) 職員の採用に際して、本市ＯＢ職員も対象とする場合は、公共職業安

定所（ハローワーク）の職業紹介事業により募集するものとし、必要に

応じて公募手続も実施する等して公平・公正な手続により選考するもの

とする。  

(5) 前 2 項における「公募手続」は、本市ホームページに外郭団体の募集

情報一覧を掲載し、外郭団体のホームページとリンクすることを条件と

するものとする。  

(6) 本市ＯＢ職員が外郭団体に応募するに際しては、大阪市職員基本条例

の手続を経るものとする。  

(7) 監事又は監査役については、少なくとも１人は外部の専門家に有償で

依頼するものとする。  
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２  本市ＯＢ職員である役員について  

(1) 在任年齢上限については、原則として国や民間の例を踏まえ満 65 歳ま

でとする。なお、「満 65 歳まで」とは、当該年齢となる誕生日の前日の

属する事業年度にかかる定時株主総会、定時社員総会、定時評議員会終

結の時を意味する。 

(2) 大学教員、医師など他の本市ＯＢ職員と退職年齢が異なる職員につい

ては、満 65 歳を超えて在任することがある。  

この場合、外郭団体はその理由について市長に報告し、市は毎年その

状況を公表する。  

(3) 本市ＯＢ職員の役員報酬（年額）について、次のとおり上限を定める。 

 

役員区分  

 

 

 

団体区分  

会長、 

社長、 

理事長、  

副社長・専務（代

表権のある場合） 

副社長  

専務、  

常務  

取締役、  

理事、  

監査役、  

監事  

Ⅰ 1,000 万円  800 万円 700 万円  

Ⅱ   900 万円  720 万円 630 万円  

Ⅲ   800 万円  640 万円 560 万円  

  団体区分については、別表のとおり定める。  

(4） 複数の外郭団体から役員報酬を受け取る場合は、その合計額について、

上記(3)の上限を適用する。なお、外郭団体の役員の兼務については、当

該役員の職務の遂行に支障が生じない最小限度に留めるものとする。  

(5)  外郭団体は、本市ＯＢ職員である役員の報酬額について、本市の求め

に応じて、団体の法人税申告書別表「役員報酬手当等の内訳書」等を提

供し上限内であることを説明するものとする。  

(6) 役員退職慰労金は支給しないものとする。  

(7) 外郭団体は、役員在任年齢上限、役員報酬額及び役員退職慰労金不支

給に関する必要な規定の整備を行うものとする。  
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４  情報公表の徹底について  

外郭団体は、本市ＯＢ職員の報酬等、福利厚生、在任・在職上限、就労条

件など再就職の状況について、市長へ報告するとともに、市は毎年その状況

を公表する。  

（平成 18 年６月５日市長決定）   

（平成 23 年４月１日一部改正）  

（平成 23 年 12 月９日一部改正）  

（平成 24 年 12 月 10 日全部改正）  

（平成 25 年７月１日一部改正。ただし、改正後の要綱の「２  本市ＯＢ職員で

ある役員について」の（３）の規定については、施行日以後に開始する役員

任期から適用する。）  

 

３  本市ＯＢ職員である一般職員について  

(1) 本市ＯＢ職員が在職できる年齢の上限は、国や民間の再就職の例を踏ま

え、満 65 歳までとする。ただし、団体の業務上特に必要と認められる場

合など特別な事情により、満 65 歳を超えて在職することがある。 

この場合、外郭団体はその理由について市長に報告し、市は毎年その状

況を公表する。  

(2) 退職金は支給しないものとする。  

(3) 外郭団体は、一般職員の在職年齢上限及び退職金不支給に関する必要な

規定の整備を行うものとする。  
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別表  

団体  

区分  
Ⅰ Ⅱ Ⅲ 

団
体
名 

大阪港埠頭 (株 )  

大阪市信用保証協会  

大阪市住宅供給公社  

大阪地下街 (株 )  

 (株 )大阪市開発公社  

 (株 )海遊館  

(社福 )大阪市社会福

祉協議会  

アジア太平洋トレードセンター (株 )  

(一財 )大阪国際経済振興センター  

(一財 )大阪市教育振興公社  

(一財 )大阪スポーツみどり財団  

(一財 )環境事業協会  

(一財 )都市技術センター 

大阪運輸振興 (株 )  

大阪港埠頭ターミナル(株 ) 

大阪港木材倉庫 (株 )  

大阪市街地開発 (株 )  

大阪市道路公社  

大阪外環状鉄道 (株 )  

(株 )大阪港トランスポートシステム  

(株 )大阪城ホール 

(株 )大阪水道総合サービス 

(株 )大阪鶴見フラワーセンター  

(株 )大阪マーチャンダイズ・マート  

(株 )大阪メトロサービス  

(株 )湊町開発センター  

クリスタ長堀 (株 )  

(公財 )大阪科学振興協会  

(公財 )大阪国際交流センター 

(公財 )大阪市学校給食協会  

(公財 )大阪市救急医療事業団  

(公財 )大阪市都市型産業振興セ

ンター 

(公財 )大阪市博物館協会  

(財 )大阪市建築技術協会  

(社福 )大阪社会医療センター 

(一財 )大阪市環境保健協

会  

(一財 )大阪市男女共同参

画のまち創生協会  

(公財 )大阪観光コンベンシ

ョン協会  

(公財 )地球環境センター 

(財 )大阪国際平和センター  

(財 )大阪市消防振興協会  

 

 

 


